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（2008 年 5 月 31 日掲載） 

 

No.32 「医療費用保障」の対象とあり方（税方式，社会保険方式）について，日本と諸外国（アメリカ，イギリ

ス，ドイツ，フランス）を比較せよ。 

解答  対象 あり方 

日本 国民皆保険 
・保険料と税による社会保険方式 

・1961 年から実施 

アメリカ 
公的保険は高齢・障害者，低所

得者のみ 

・高齢・障害者は保険料と税による社会保険方

式，低所得者は税方式 

・人口の約 7 割が民間医療保険に加入 

イギリス 全国民を対象 
・税方式 

・原則「医療費無料」 

ドイツ 
国民の 9 割を対象 

（自営業者等は任意加入） 

・保険料のみの社会保険方式 

・自営業者等は任意加入 

フランス 

国民の 99％を対象 

（民間セクターの被用者保険，

公務員等の被用者保険，自営

業者保険） 

・保険料と目的税による社会保険方式 

・原則「償還方式」 
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